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注）仕様により寸法は異なる場合があります。
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　通常の低圧の液体用空気分離器は、厚生労働省の“ボ
イラー及び圧力容器安全規則”により第 2種圧力容器
（ゲージ圧力 0.2 MPa 以上の気体をその内部に保有す
る容器、かつ内容積が 0.04 m3 以上の容器）としての
適用を受けます。したがって当規則の検査を受けて納
入致します。

フロートや安全弁は、定期的に点検してください。
特に受入用として使用する場合には、より短かい
周期（１年又はそれ未満）でのフロート作動点検
をお願いします。
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